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医療提供体制の改革のビジョン（抜粋）  

平成15年8月  厚生労働省  

Ⅳ 医療を担う人材の確保と資質の向上   

（3）時代の要請に応じた看護の在り方の見直しと資質の向上  

①高齢化の進展等による需要の増大等に対応し、看護職員確保対策を総合  

的に推進する。  

②看護師等の卒前の技術教育が適切に推進できるよう、臨地実習の実施の  

ための条件整備を行い、その定着を図る。また、医療の高度化・専門化  

に対応するため、特定の領域について、より高度な知識・技術を有する   

看護師（専門看護師等）の養成強化や普及を推進する。 

礎教育の内容を充実するとともに、大学教育の拡大など、看護基礎教育  

の期間の延長や卒後の臨床研修の在り方について制度化を含めた検討  

を行う。   

③准看護師が看護師になるための途を拡大するため、平成16年度から、  

看護師養成所2年課程通信制を創設するとともに、その普及を図る。   



規制改革・民間開放推進3か年計画（改定）  

（平成17年3月25日間議決定）  

6 医師・医療従事者の質の確保  

（1）医療の質の確保・向上、医療の信頼の確保のため、重大な医療事故   
を起こした医師や医療事故を繰り返す医師については、医師免許を管   
掌する国の責任において、その厳格な処分や再教育を行うよう、組織   
体制や調査権限の強化を図るとともに、再教育の方法を確立する。【平   
成17年度中に検討・結論】  

（2）患者に対し良質で安心できる医療サービスを提供できるよう、高い   
技術を習得した専門医の育成を促すほか、より専門性の高い看護師等   
の育成や、臨床研修等の教育王買境整備等、具体的な措置を講ずる。【平  
成17年度中に措置】   



「医療分野における規制改革に関する検討会」報告（抜粋）  

平成16年1月30日  

Ⅲ 当面取り組むべき規制の改革  

1．患者・国E引こ対する情報提供の推進、患者・国E引こよる選択と  

医療機関の競争の促進  

③ 広告規制の緩和  

広告規制については、今後とも逐次緩和を図る。その際、  

具体的には、例えば、次の事項について検討する。  

・看護師の専門性に関する事項   



庵料竺…  

看護職員の研修に関する取組  

看護職員臨床技能向上推進事業  

○趣旨   

看護職員を（D指導的立場に立つ熟練した看護職員、②実務  

経験5年以上の中堅看護職員、③就業直後の新人に分類し、  

各々の段階に応じた研修を実施し、体系的な資質の向上を推  

進する。   

特に、平成15年度より、特定の看護分野において、高度  
な看護実践を学ぶことのできる施設として選定された実習施  

設において専門的な技能を修得させること等により、がん看  

護や感染管理などの専門性の高い看護師の育成を重点的に促  

進する。併せて、中堅的な看護職員に対する実務的な技術研  

修についても促進を図るものである。  

一基本技能・知識の習剰  l専門性の向上（臨床技能の向上）  

臨床現場における基  専門領域の実務的な知識・技術の向上   
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博函本章襲撃草欒獲1  水準の高い看護を実践できる  

高度な専門知識・技術の習得   

く ＞く  

就業直後～  実務経験5年以上の中堅看護職員  

指導的専門的立場の看護職員  

（D新人看護職員研修  

○新人看護職員研修推進事業   

新人看護職員研修の重要性に鑑み、平成15年度に取り  
まとめられた「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関す  

る検討芸」の報告を踏まえ「新人看護職員研修到達目標及  

び研修指導指針等」を活用して、各医療機関の院内研修責  
任者、新人研修担当者に対し講習を実施し、各医療機関に  
フィードバックすることにより、全国統一された新人看護  

職員の臨床技能の向上を図るものである。  
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実施機関：厚生労働省  

（各地方厚生（支）局（8カ所）で実施）  

○新人助産師に対する医療安全推進モデル研修事業   

医療安全の確保に向け、助産師学校養成所の卒業直後か  

ら（専任の指導者等）及び研修プログラムに基づく臨床実  
務研修を実施し、助産師のケアの質の向上を図るものであ   
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 実施機関：年間分娩件数がおおむね700件以上の  

産科の専門的病院  

研修冥月間：3ケ月  b．  

②中堅看護職員実務研修事業  

実務経験5年以上の中堅看護職員を対象に専門領域の実   

務的な知識・技術の向上を図るための事業である。  

a．実施機関：都道府県  

b．研修内容（例）：感染看護、精神科看護、救急看護、  
リスクマネジメント、がん、心筋  

梗塞、脳卒中、認知症、骨折等  

c．実施期間：5～15日間  

（∋看護職員専門分野研修事業  

特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を用いた、水準   

の高い看護を実践できる専門性の高い看護師の育成を促進するための   

事業である。  

a． 実施機関：都道府県、厚生労働大臣の認める者  

b．研修内容（例）：救急看護、創傷・オストミー・失禁、  

感染管理、重症集中ケア、ホスピス  

ケア、がん化学療法看護、がん性疫  

病看護、地域看護、訪問看護、新生児  

集中ケア、不妊看護等  

c。実施期間：6ケ月／コース  
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